
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
六
号

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
就
職
指
導
に
関
す
る
省
令

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
並
び
に
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
条
の

三
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
の
六
た
だ
し
書
、
第
七
条
の
九
並
び
に
第
七
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
就
職
指
導
及
び
就
職
促
進
手
当
の
支
給
に

関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
認
定
（
第
一
条―

第
九
条
）

第
二
章
　
就
職
指
導
（
第
十
条―

第
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
認
定

（
認
定
の
申
請
）

第
一
条
　
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
は
、
こ
れ
を
受
け
よ
う
と
す
る
駐
留
軍
関
係
離
職
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
同
項
第
一
号
の
離
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
申
請
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
申
請
は
、
そ
の
理
由
が
や
ん
だ
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
す
る
者
は
、
住
所
（
住
所
に
よ
り
難
い
場
合
に
お
い
て
当
該
駐
留
軍
関
係
離
職
者
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
居
所
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定

所
（
以
下
「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
」
と
い
う
。
）
に
出
頭
し
、
求
職
の
申
込
み
を
し
た
上
、
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
（
以
下
「
職
業
安
定
局
長
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
で
あ
る
公
共
職
業
安
定
所
長
（
以
下
「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
法
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
労
働
者
と
し
て
一
年
以
上
在
職
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
証
明
書
又
は
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三

号
）
第
七
条
第
二
項
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

二
　
申
請
者
の
写
真
（
ベ
ス
ト
半

さ
い截

型
と
し
、
申
請
の
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
無
帽
上
三
分
身
像
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
二
枚

３
　
前
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
期
間
が
経
過
し
た
後
に
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
期
間
内
に
申
請
を
し
な
か
つ
た
理
由
及
び
そ
の
理
由
が
や
ん
だ
日
を
証
明
す
る
書
面
を
添
附
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
申
請
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
を
申
請
書
に
添
附
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
面
を
当
該
書
面
に
代
え
て
添
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
　
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
再
離
職
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
条
　
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
す
る
者
は
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
、
求
職
の
申
込
み
を
し
た
う
え
、
申
請
書
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
再
離
職
を
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
証
明
書
又
は
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
の
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票

二
　
申
請
者
が
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面

三
　
申
請
者
の
写
真
二
枚

３
　
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
申
請
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る

の
は
「
第
五
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
第
一
号
又
は
第
五
条
第
二
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
就
職
指
導
票
の
交
付
）

第
六
条
　
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
法
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
て
駐
留
軍
関
係
離
職

者
就
職
指
導
票
（
以
下
「
就
職
指
導
票
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
、
認
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
文
書
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
就
職
指
導
票
の
様
式
は
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
就
職
指
導
票
の
再
交
付
）

第
七
条
　
就
職
指
導
票
を
滅
失
し
又
は
き
損
し
た
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
就
職
指
導
票
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
滅
失
し
又
は
き
損
し
た
就
職
指
導
票
を
交
付
し
た
公
共
職
業
安
定
所
の
名
称
及
び
当
該
就
職
指
導
票
の
交
付
を
受
け
た
年
月
日

三
　
滅
失
又
は
き
損
の
理
由

２
　
就
職
指
導
票
を
き
損
し
た
こ
と
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
よ
る
就
職
指
導
票
の
再
交
付
の
申
請
を
す
る
者
は
、
同
項
の
書
面
に
そ
の
き
損
し
た
就
職
指
導
票
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
就
職
指
導
票
を
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
就
職
指
導
票
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
滅
失
し
た
就
職
指
導
票
を
発
見
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
す
み
や
か
に
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



（
届
出
）

第
七
条
の
二
　
認
定
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
。

二
　
新
た
に
職
業
に
就
い
た
と
き
。

三
　
住
所
の
移
転
等
に
よ
り
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
変
更
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
と
き
。

（
認
定
の
取
消
し
の
通
知
）

第
八
条
　
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
法
第
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
就
職
指
導
票
の
返
納
）

第
九
条
　
認
定
を
受
け
た
者
は
、
法
第
十
条
の
二
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
が
そ
の
効
力
を
失
な
つ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
就
職
指
導
票
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
者
が
死

亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
親
族
又
は
同
居
の
縁
故
者
で
そ
の
就
職
指
導
票
を
所
持
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
二
章
　
就
職
指
導

（
就
職
指
導
の
回
数
）

第
十
条
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
就
職
指
導
（
以
下
「
就
職
指
導
」
と
い
う
。
）
は
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
が
、
四
週
間
に
一
回
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
定
し
た
日
に
行
う
も
の
と

す
る
。

第
十
一
条
　
削
除

（
出
頭
日
）

第
十
二
条
　
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
就
職
指
導
を
受
け
る
た
め
に
定
期
的
に
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
べ
き
日
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
理
由
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
日
に
就
職
指
導
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
日
以
外
の
日
を
就
職
指
導
を
受
け
る
た
め
に
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
べ
き
日
（
以
下
「
出
頭
日
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
疾
病
又
は
負
傷

二
　
同
居
の
親
族
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
そ
の
者
と
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
疾
病
又
は
負
傷
で
あ
つ
て
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
看
護
を
必
要
と
す
る
も
の

三
　
求
人
者
と
の
面
接

四
　
同
居
の
親
族
の
婚
姻
又
は
葬
祭

五
　
選
挙
権
そ
の
他
公
民
と
し
て
の
権
利
の
行
使

六
　
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
理
由
に
準
ず
る
理
由
で
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
も
の

３
　
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
対
す
る

初
の
出
頭
日
は
、
変
更
前
の
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
対
す
る
出
頭
日
に
当
た
る
日
と
す
る
。
た

だ
し
、
変
更
前
の
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
が
こ
れ
と
異
な
る
日
を
指
定
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
指
定
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
変
更
後
の
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
が
こ
れ
と
異
な
る
日
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
と
す
る
。

（
就
職
指
導
に
関
す
る
事
務
の
委
嘱
）

第
十
三
条
　
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
認
定
を
受
け
た
者
の
申
出
が
あ
つ
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
と
く
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
公
共
職
業
安
定
所
長
に
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
て

行
な
う
就
職
指
導
に
関
す
る
事
務
を
行
な
う
こ
と
を
委
嘱
し
、
又
は
そ
の
委
嘱
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
嘱
が
あ
つ
た
と
き
は
、
委
嘱
を
受
け
て
い
る
公
共
職
業
安
定
所
長
及
び
公
共
職
業
安
定
所
を
、
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
及
び
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
と
み
な
す
。

３
　
認
定
を
受
け
た
者
が
住
所
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
前
項
の
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
変
更
後
の
住
所
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
に
申
し
出
た

と
き
は
、
第
一
項
の
委
嘱
は
、
取
り
消
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
就
職
指
導
票
の
提
出
）

第
十
四
条
　
認
定
を
受
け
た
者
は
、
就
職
指
導
を
受
け
る
と
き
は
、
そ
の
つ
ど
、
就
職
指
導
票
を
提
出
し
、
就
職
指
導
に
関
し
て
必
要
な
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
沖
縄
県
に
お
け
る
口
座
振
込
み
に
よ
る
手
当
の
支
払
）

５
　
沖
縄
県
の
区
域
内
に
あ
る
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
で
あ
つ
て
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
出
が
あ
つ
た
と

き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
手
当
の
支
払
を
そ
の
者
の
預
金
又
は
貯
金
（
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
本
銀
行
が
指
定
し
た
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
へ
の
振
込
み
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
。

６
　
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
手
当
の
支
払
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
第
二
項
中
「
当
該
支
払
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
支
払
日
の
直
前
の
出
頭
日
」
と
す
る
。

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
等
の
適
用
）
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７
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
雇
用
促
進
事
業
団
が
実
施
す
る
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
と
し
て
行
わ
れ
る
作
業
は
、
中
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年

法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
訓
練
と
し
て
行
わ
れ
る
作
業
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
六
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
〇
月
一
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
七
日
労
働
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
五
日
労
働
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
三
月
二
九
日
労
働
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
一
日
労
働
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
二
五
日
労
働
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
雇
用
保
険
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
五
月
一
〇
日
労
働
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
八
日
労
働
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
に
係
る
給
付
金
等
の
整
備
充
実
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
就
職
指
導
及
び
就
職
促
進
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
就
職
指
導
及
び
就
職
促
進
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
第
三
章
及
び
第
四
章
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
旧
駐
留
軍
離
職
者
法
第
十
条
の
二
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
労
働
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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